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策
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指
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○
令
和
六
年
五
月
二
十
六
日
執
行
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選

挙
（
目
黒
区
選
挙
区
）
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
費

用
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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づ
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公
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る
交
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…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
労
働
委
員
会
）…
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
九
百
十
二
号
東

京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
都
市
高
速
道
路

第
一
号
線
（
高
速
大
師
橋
）

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
令
和

十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
六
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
大
田
区
下
丸
子
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

飯
田
橋
石
神
井
新
座

二

変
更
の
区
間

新
宿
区
大
久
保
三
丁
目
百
七
十
番
二
百
三
十
地

先
か
ら
同
区
高
田
馬
場
四
丁
目
千
二
十
五
番
一

地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠

路
線
名

千
代
田
練
馬
田
無

㈡

変
更
の
区
間

練
馬
区
向
山
四
丁
目
千
三
百
三
十
一
番
一
地

内
か
ら
同
区
春
日
町
三
丁
目
二
千
百
二
十
四

番
十
二
地
内
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠

路
線
名

南
田
中
町
旭
町

㈡

変
更
の
区
間

練
馬
区
春
日
町
三
丁
目
二
千
八
十
六
番
十
四

地
先
か
ら
同
所
二
千
百
二
十
四
番
十
三
地
先

ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

府
中
町
田

二

変
更
の
区
間

多
摩
市
関
戸
六
丁
目
十
三
番
三
地
先

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

神
戸
山
多
幸

二

変
更
の
区
間

神
津
島
村
字
滝
川
百
四
十
九
番
地
内
か
ら
同
所

百
八
十
七
番
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第18497号）東 京 都 公 報令和8年3月3日（火曜日）９

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

青
山
ス
ク
ウ
ェ
ア
ー

港
区
南
青
山
一
丁
目
十
八
番
八
号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
五
月
二
十
六
日
執
行
の
東
京
都

議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
目
黒
区
選
挙
区
）
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙

運
動
費
用
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
、
次
の
と
お
り
公
表
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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公

告

労
働
委
員
会
規
則
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る
交
付

労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
２４年

中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
１
号
）

第
４９条

第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
公
示

に
よ
る
交
付
を
行
う
。

な
お
、
交
付
す
べ
き
書
類
は
、
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査

調
整
課
に
保
管
し
、
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。

受
領
し
な
い
と
き
は
、
令
和
８
年
３
月
１７日

の
終
了
を
も
っ
て
書
類

の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

令
和
８
年
３
月
３
日

東
京
都
労
働
委
員
会

会
長

團
藤

丈
士

記

１
事
件
名

⑴
都
労
委
令
和
６
年
不
第
２９号

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
事
件

⑵
都
労
委
令
和
６
年
資
第
５０号

資
格
審
査
事
件

２
交
付
す
べ
き
書
類

⑴
上
記
１
⑴
の
事
件
に
関
す
る
命
令
書
（
写
）

⑵
上
記
１
⑵
の
事
件
に
関
す
る
資
格
審
査
決
定
書
（
写
）

３
交
付
を
受
け
る
べ
き
者

申
立
時
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
１３番

１２号

申
立
人

日
本
橋
Ｌ
Ｃ
教
員
組
合

委
員
長

浮
谷

孝
行
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
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一
号

電
話

〇
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五
三
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一
）一
一
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代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
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円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
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文
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一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話
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三
八
一
二
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代
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